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①

予定納税額の減額承認申請

Q ●
● 私は、事業所得者で毎年予定納税も行

っています。今年は店舗の改築で3カ月ほど

休業していましたので、収入が例年より激減

しています。

このような場合でも、今年の3月に申告し

た所得税を基礎に予定納税をしなければなら

ないのでしょうか。

ヱ今一：収入が昨年より減少することが明らか

であれば、6月30日の現況で年間の事業所

得等を見積り、7月15日までに予定納税額

の減額承認申請書を税務署長に提出すること

によって、予定納税額の全部又は一部の減額

を受けることができます。

【解説】

予定納税基準額の計算の基礎となるものは、

前年分の課税総所得金額とされており、その

年5月15日において確定しているところに

よることとされています。

しかし、事業の全部もしくは一部の廃止あ

るいは休止等、又は失業などの事情により、

前年より明らかに収入が激減する場合や、多

額の医療費を支払った場合、災害や盗難等に

遭遇することにより、これらの事由に基づく

所得控除の額が増加することによって課税総

所得金額が減少することが明らかな場合等に

は、予定納税額の減額承認申請をすることに

よって予定納税額の減額を受けることができ

ます 。


